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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月26日(2012.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開始条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示
する複数の可変表示部を含む可変表示手段を備え、前記可変表示部にて特定の識別情報の
組合せが導出表示されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機で
あって、
　遊技者により操作可能な操作手段と、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報が導出表示される以前に決定する
事前決定手段と、
　前記開始条件が１回成立したことに対応して前記識別情報の可変表示が開始されてから
導出表示されるまでに、前記複数の可変表示部の全部にて一旦非特定の識別情報の組合せ
を仮停止させた後、前記複数の可変表示部の全部にて前記識別情報の可変表示を再度実行
する再可変表示を１回又は複数回実行する再可変表示実行手段と、
　前記事前決定手段による決定結果に基づいて、前記開始条件が成立したときに前記識別
情報の可変表示中において前記再可変表示を実行するか否かを決定する再可変表示決定手
段と、
　前記事前決定手段による決定結果に基づいて、前記識別情報の可変表示中に予告演出を
実行するための予告演出種別を、演出態様に基づいて分類された複数種別のいずれかに決
定する予告演出種別決定手段と、
　前記予告演出種別決定手段により決定された予告演出種別に含まれる予告演出の中から
、前記識別情報の可変表示中において実行する予告演出を決定する予告演出決定手段と、
　前記予告演出決定手段により決定された予告演出を、前記識別情報の可変表示中におい
て実行する予告演出実行手段とを備え、
　前記予告演出種別決定手段により決定可能な予告演出種別として、遊技者による前記操
作手段に対する操作に応じて前記特定遊技状態となる可能性を予告する操作時予告演出が
複数含まれる操作時予告演出種別を設け、
　前記予告演出実行手段は、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行する旨
の決定がなされた可変表示において、前記複数の可変表示部の全部にて識別情報の可変表
示が実行されている期間であって、可変表示の開始から仮停止までの第１予告実行期間と
、前記再可変表示の開始以降の第２予告実行期間と、を含む複数の予告実行期間にて前記
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予告演出を実行可能であり、
　前記予告演出決定手段は、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行する旨
の決定がなされ、且つ前記予告演出種別決定手段により前記操作時予告演出種別に決定さ
れたときには、前記第１予告実行期間及び第２予告実行期間において前記操作時予告演出
種別に含まれる予告演出の中から予告演出を決定する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本願の請求項に係る遊技機は、開始条件（例えばステップＳ
２０５におけるＹｅｓの判定とステップＳ２０８におけるＹｅｓの判定とに続いて、ある
いは、ステップＳ２０２におけるＹｅｓの判定とステップＳ２１１におけるＹｅｓの判定
とに続いて、ステップＳ２１５にてＮｏと判定された後に、ステップＳ２４１にてＮｏと
判定されたことなど）が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報
（例えば特別図柄や飾り図柄など）を可変表示する複数の可変表示部（例えば画像表示装
置５における「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒなど）を含
む可変表示手段（例えば第１及び第２特別図柄表示装置４Ａ、４Ｂや画像表示装置５など
）を備え、前記可変表示部にて特定の識別情報の組合せが導出表示されたときに、遊技者
にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態など）に制御する遊技機（例えばパ
チンコ遊技機１など）であって、遊技者により操作可能な操作手段（例えば操作ボタン３
０など）と、前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報が導出表示される以前
に決定する事前決定手段（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３
がステップＳ２５０の処理を実行する部分など）と、前記開始条件が１回成立したことに
対応して前記識別情報の可変表示が開始されてから導出表示されるまでに、前記複数の可
変表示部の全部にて一旦非特定表示の識別情報の組合せを仮停止させた後、前記複数の可
変表示部の全部にて前記識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示（例えば「擬似連
」の可変表示演出における擬似連変動など）を１回又は複数回実行する再可変表示実行手
段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ１６２の飾り図柄変動中処理にて「擬似
連」の可変表示演出を実行する部分など）と、前記事前決定手段による決定結果に基づい
て、前記開始条件が成立したときに前記識別情報の可変表示中において前記再可変表示を
実行するか否かを決定する再可変表示決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２７１
にて変動パターン種別を決定する部分やステップＳ２７４にて変動パターンを決定する部
分など）と、前記事前決定手段による決定結果に基づいて、前記識別情報の可変表示中に
予告演出を実行するための予告演出種別（例えば表示系予告ＣＡＹ１～表示系予告ＣＡＹ
３の表示系予告パターン種別など）を、演出態様に基づいて分類された複数種別のいずれ
かに決定する予告演出種別決定手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ７３３
の処理を実行する部分など）と、前記予告演出種別決定手段により決定された予告演出種
別に含まれる予告演出の中から、前記識別情報の可変表示中において実行する予告演出を
決定する予告演出決定手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ７３７の処理を
実行する部分など）と、前記予告演出決定手段により決定された予告演出を、前記識別情
報の可変表示中において実行する予告演出実行手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がス
テップＳ５１５にて決定した予告演出制御パターンを用いてステップＳ１６２の飾り図柄
変動中処理を実行する部分など）とを備え、前記予告演出種別決定手段により決定可能な
予告演出種別として、遊技者による前記操作手段に対する操作に応じて前記特定遊技状態
となる可能性を予告する操作時予告演出（例えば図３５（Ｃ）に示すような表示系予告パ
ターンＹＡＰ２－１～表示系予告パターンＹＡＰ２－１０による予告演出など）が複数含
まれる操作時予告演出種別（例えば表示系予告ＣＡＹ２の表示系予告パターン種別など）
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を設け、前記予告演出実行手段は、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行
する旨の決定がなされた可変表示において、前記複数の可変表示部の全部にて識別情報の
可変表示が実行されている期間であって、可変表示の開始から仮停止までの第１予告実行
期間（例えば初回変動時など）と、前記再可変表示の開始以降の第２予告実行期間（例え
ば１回目～３回目の再変動後など）と、を含む複数の予告実行期間にて前記予告演出を実
行可能であり（例えば表示系予告パターン決定テーブル１７１Ｂ～１７１Ｄ、表示系予告
パターン決定テーブル１７２Ｂ～１７２Ｄ、表示系予告パターン決定テーブル１７３Ｂ～
１７３Ｄのいずれかを用いて決定された表示系予告パターンの組合せによる、初回変動時
、及び、１回目～３回目の再変動後に対応した予告演出など）、前記予告演出決定手段は
、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行する旨の決定がなされ、且つ前記
予告演出種別決定手段により前記操作時予告演出種別に決定されたときには、前記第１予
告実行期間及び第２予告実行期間において前記操作時予告演出種別に含まれる予告演出の
中から予告演出を決定する（例えば図３４（Ｂ）、図３５（Ａ）及び（Ｂ）に示す表示系
予告パターン決定テーブル１７２Ｂ～１７２Ｄを用いることにより、初回変動時や１回目
再変動後などに対応して表示系予告パターンＹＡＰ２－１～表示系予告パターンＹＡＰ２
－１０のいずれかに決定する）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、前記予告演出種別決定手段により決定される各予告演出種別には、第１予告演出
（例えば表示系予告ＣＡＹ１の表示系予告パターン種別に含まれる表示系予告パターンＹ
ＡＰ１－１、表示系予告ＣＡＹ２の表示系予告パターン種別に含まれる表示系予告パター
ンＹＡＰ２－１、表示系予告ＣＡＹ３の表示系予告パターン種別に含まれる表示系予告パ
ターンＹＡＰ３－１など）と、当該第１予告演出に比べて前記特定遊技状態となる可能性
が高いことを予告する第２予告演出（例えば表示系予告ＣＡＹ１の表示系予告パターン種
別に含まれる表示系予告パターンＹＡＰ１－２～表示系予告パターンＹＡＰ１－４、表示
系予告ＣＡＹ２の表示系予告パターン種別に含まれる表示系予告パターンＹＡＰ２－２～
表示系予告パターンＹＡＰ２－１０、表示系予告ＣＡＹ３の表示系予告パターン種別に含
まれる表示系予告パターンＹＡＰ３－２～表示系予告パターンＹＡＰ３－９など）とが含
まれ、前記予告演出決定手段は、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行す
る旨の決定がなされ、且つ前記第１予告実行期間において前記第２予告演出を実行する旨
の決定を行うときには、前記第２予告実行期間において前記第１予告演出は実行しない旨
の決定を行う（例えば図３２（Ｂ）、図３３（Ａ）及び（Ｂ）に示す表示系予告パターン
決定テーブル１７１Ｂ～１７１Ｄ、あるいは、図３４（Ｂ）、図３５（Ａ）及び（Ｂ）に
示す表示系予告パターン決定テーブル１７２Ｂ～１７２Ｄ、あるいは、図３６（Ｂ）、図
３７（Ａ）及び（Ｂ）に示す表示系予告パターン決定テーブル１７３Ｂ～１７３Ｄを用い
て、初回変動時や１回目再変動後などに対応した表示系予告パターンを決定する）ように
構成されてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、前記予告演出種別決定手段により決定される前記操作時予告演出種別には、第１
操作時予告演出（例えば表示系予告パターンＹＡＰ２－１～表示系予告パターンＹＡＰ２
－４のいずれかによる予告演出など）と、当該第１操作時予告演出に比べて前記操作手段
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に対する操作回数が多くなる第２操作時予告演出（例えば表示系予告パターンＹＡＰ２－
５～表示系予告パターンＹＡＰ２－１０のいずれかによる予告演出など）とが含まれ、前
記予告演出決定手段は、前記再可変表示決定手段により前記再可変表示を実行する旨の決
定がなされ、且つ前記予告演出種別決定手段により前記操作時予告演出種別に決定された
ときには、前記第１予告実行期間において前記第１操作時予告演出を実行するとともに前
記第２予告実行期間において前記第２操作時予告演出を実行する旨の決定を行う（例えば
図３４（Ｂ）、図３５（Ａ）及び（Ｂ）に示す表示系予告パターン決定テーブル１７２Ｂ
～１７２Ｄを用いて、初回変動時に対応して表示系予告パターンＹＡＰ２－１を決定する
とともに、１回目再変動後～３回目再変動後に対応して表示系予告パターンＹＡＰ２－５
～表示系予告パターンＹＡＰ２－１０のいずれかに決定する）ように構成されてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、前記事前決定手段によって前記特定遊技状態に制御しない旨の決定がなされたこ
とに基づいて、前記識別情報の可変表示状態を所定のリーチ状態とするか否かを決定する
リーチ決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２６３～Ｓ２６７の処理を実行する部
分など）と、前記事前決定手段及び前記リーチ決定手段による決定結果に基づいて、前記
識別情報の可変表示パターン種別（例えば変動パターン種別など）を複数種類のいずれか
に決定する可変表示パターン種別決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２６２、Ｓ
２６８、Ｓ２６９の処理のいずれかを実行した後、ステップＳ２７０、Ｓ２７１の処理を
実行する部分など）と、前記可変表示パターン種別決定手段によって決定された可変表示
パターン種別に含まれる可変表示パターンの中から前記識別情報の可変表示パターン（例
えば変動パターンなど）を決定する可変表示パターン決定手段（例えばＣＰＵ１０３がス
テップＳ２７２～Ｓ２７４の処理を実行する部分など）とを備えるように構成されてもよ
い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　さらに、前記可変表示パターン種別決定手段により決定可能な可変表示パターン種別と
して、前記再可変表示を含めた複数種類の可変表示演出（例えば「擬似連」や「チャンス
目停止後滑り」、「滑り」の可変表示演出など）の一部又は全部を実行する可変表示パタ
ーン（例えば図６に示す変動パターンＰＡ１－４や変動パターンＰＡ１－５など）が含ま
れる特定可変表示パターン種別（例えば変動パターン種別ＣＡ１－４など）を設け、前記
可変表示パターン決定手段は、前記リーチ決定手段により前記リーチ状態としない旨の決
定がなされたときに、前記可変表示パターン種別決定手段により前記特定可変表示パター
ン種別に決定されたことに基づいて、前記識別情報の可変表示パターンを、前記可変表示
演出を実行するための可変表示パターンに決定する（例えば図１７に示すハズレ変動パタ
ーン決定テーブル１３７を用いて、変動パターン種別ＣＡ１－４に含まれる変動パターン
ＰＡ１－４及び変動パターンＰＡ１－５のいずれかに決定する）ように構成されてもよい
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１２】
　また、前記再可変表示実行手段は、前記複数の可変表示部の全部又は一部にて識別情報
を仮停止させた後、当該仮停止した可変表示部の全部又は一部にて識別情報を変更させる
ことにより、予め定められた特殊組合せの識別情報を仮停止させた後に、前記再可変表示
を実行する特定演出（例えば図２６（Ｂ）に示す滑りＴＰ１－１～滑りＴＰ１－４の滑り
パターンによる「滑り」の可変表示演出など）を実行可能であり（例えば図６に示す変動
パターンＰＡ３－４、変動パターンＰＡ３－５、変動パターンＰＡ３－９、変動パターン
ＰＡ３－１０、変動パターンＰＡ３－１２～変動パターンＰＡ３－１４や、図７に示す変
動パターンＰＡ５－４、変動パターンＰＡ５－５、変動パターンＰＡ６－４、変動パター
ンＰＡ６－５、変動パターンＰＡ６－７～変動パターンＰＡ６－９、変動パターンＰＡ８
－４、変動パターンＰＡ８－５、変動パターンＰＡ９－４、変動パターンＰＡ９－５、変
動パターンＰＡ９－７～変動パターンＰＡ９－９による「擬似連」の可変表示演出など）
、前記再可変表示決定手段は、前記再可変表示の実行回数に応じて異なる割合（例えば図
１６に示す当り変動パターン決定テーブル１３６の設定例において、変動パターン種別Ｃ
Ａ３－３の場合に、初回変動時では０の割合、１回目再変動後では約３／１０の割合、２
回目再変動後では約４／５の割合、すなわち、１回目再変動後及び２回目再変動後の少な
くともいずれかにて約４／５の割合となり、変動パターン種別ＣＡ３－６の場合に、初回
変動時では０の割合、１回目再変動後では約２／５の割合、２回目再変動後では約７／１
０の割合、３回目再変動後では約９／１０の割合、すなわち、１回目～３回目再変動後の
少なくともいずれかにて約９／１０の割合となる）で前記特定演出を実行するか否かを決
定する特定演出決定手段を含む（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２７４にて変動パター
ンを決定する部分など）ように構成されてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、第１予告演出に比べて特定遊技状態となる可能性が高いことを予告する第２予告
演出が各予告演出種別に含まれ、第１予告実行期間において第２予告演出を実行する場合
には、第２予告実行期間において第１予告演出を実行しない旨の決定が行われるように構
成すれば、再変動表示の進行に伴って特定遊技状態となる期待感が高められる一方で、予
告演出により予告される特定遊技状態となる可能性が低下してしまうことを防止して、演
出効果の低下や遊技者の不信感を抑制し、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、第１操作時予告演出に比べて操作手段に対する操作回数が多くなる第２操作時予
告演出が操作時予告演出種別に含まれ、第１予告実行期間において第１操作時予告演出を
実行する場合には、第２予告実行期間において第２操作時予告演出を実行する旨の決定が
行われるように構成すれば、再変動表示の進行に伴って特定遊技状態となる期待感が高め
られるとともに、操作時予告演出における操作手段の操作回数を増加させて遊技者の興味
を惹かせることにより、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、事前決定手段及びリーチ決定手段による決定結果に基づいて、識別情報の可変表
示パターン種別が複数種類のいずれかに決定され、決定された可変表示パターン種別に含
まれる可変表示パターンの中から識別情報の可変表示パターンが決定されるように構成す
れば、可変表示パターン種別や可変表示パターンの変更、追加時の乱数振分け設定が容易
になり、開発段階において、可変表示パターンに対応した演出の出現率を設定する際の制
限を緩和することができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、再可変表示を含めた複数種類の可変表示演出の一部又は全部を実行する可変表示
パターンが特定可変表示パターン種別に含まれ、リーチ状態としない旨の決定がなされた
ときに特定可変表示パターン種別に決定されたことに基づいて、可変表示演出を実行する
ための可変表示パターンが決定されるように構成すれば、識別情報の可変表示状態がリー
チ状態とならない場合でも、再可変表示を含めた可変表示演出を実行できるようにして多
様な演出を可能とし、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、再可変表示の実行回数に応じて異なる割合で特定演出を実行するか否かが決定さ
れるように構成すれば、特定演出が実行されるか否かにより、再可変表示が継続して実行
されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽り、再可変表示の回数のみならず特定
演出に対しても遊技者の興味を惹かせることにより、遊技興趣を向上させることができる
。
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